
消防局 マネジメント方針 
 

消防局では市長との政策協議のもと、次のとおり基本方針・組織目標・行動目標を定め

ました。この方針に基づき目標の達成に向け着実に取り組みます。 

 

 

令和５年４月１日 

 

              消防局長 

                        島 田 稔 義 

 

                         

【基本方針】 

 

市民一人ひとりが「安全」と「安心」を実感しながら生活できるよう、消防団や市民と

協働しながら「災害に強い、安全・安心なまちづくり」を進めます。 

 

【組織目標】 

 

Ⅰ．火災から人命と財産を守るため、防火安全対策の推進に努めます 

Ⅱ．地域の防災力を強化するため、消防団の充実・強化、自主防災組織の育成・指導及び市

民への防火・防災意識の普及啓発に努めます 

Ⅲ．助かる命を助けるため、「救急知識」の普及に努めます 

Ⅳ．災害現場での対応力を向上させるため、高度な知識や技術を持つ人材の育成や職員の 

資質の向上を図ります 

Ⅴ．消防体制の強化と消防施設の充実を図ります 

Ⅵ．業務効率の改善や市民サービスの向上を図るため、ＤＸの推進に努めます 

 

 



【行動目標】 

組織目標Ⅰ 火災から人命と財産を守るため、防火安全対策の推進に努めます 

 

行動目標 SDGs指標 

１ 住宅防火対策の推進 

住宅火災の発生防止及び住宅火災による死傷者の減少を目指すため、住宅 

防火対策を推進します。 

特に、出火危険の排除、防火意識の高揚及び住宅用火災警報器の維持管理 

を図るため、一般住宅に対する防火診断、一人暮らし高齢者宅への防火訪問、 

自治会等を対象とした防火教室を実施するとともに、消防職員と消防団員が 

消防車で市内を巡回して防火の呼びかけを実施します。 

これら住宅防火対策を推進することにより、火災の発生防止及び焼損床面 

積の低減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 住宅火災防止用指導教材 

  ・コンロ火災実験セット ・電気火災実験セット 

 ※2 目標数値は、過去 5 年間の平均値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火教室の様子 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

消防職員と消防団員による住宅防火診断の実施 

（住宅用火災警報器の交換等、維持管理指導を重点に実施） 

： 11,080 戸 

消防職員と女性防火クラブ員による一人暮らし高齢者宅への防火訪問の実施

（住宅用火災警報器の交換等、維持管理指導を重点に実施） 

： 360 戸 

住宅火災防止用指導教材（※1）を活用した防火教室の開催 

： 310 回 

消防職員と消防団員による消防車での防火の呼びかけ 

： 4 回（4 月、11 月、12 月、3 月）  

住宅火災被害の低減 

： 年間焼損床面積の合計 1,315 ㎡以下（※2） 



 

 

 

 

行動目標 SDGs指標 

２  防火査察による火災危険の排除 

建物や危険物施設における利用実態や火災等の危険性を踏まえた防火査察

を実施し、違反事項及び危険箇所の早期是正を図ります。 

 

 

 

 

 

 

※1 観光施設等とは、来訪者の利用増加が見込まれる観光施設、宿泊施設及び鉄道

駅をいう。 

 ※2 火災事故発生率の高い危険物施設とは、ガソリンスタンドや危険物を製造又は 

取り扱う事業所をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

３  事業体における自衛消防組織の育成強化 

事業体に対する初期消火や避難訓練等の指導、防火管理者等の育成指導を 

図るための防火防災研修会を行い、自衛消防組織の育成強化と防火管理に対 

する意識の高揚を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火防災研修会の様子 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

事業体に対する消火・避難訓練指導等の実施 

： 1,390 回(4 年度) → 1,400 回(5 年度) 

防火防災研修会の開催   

     ： 15 回 

2024 年春の北陸新幹線福井開業を見据えた観光施設等（※1）全施設の査察の

実施  ： 115 施設 

火災事故発生率の高い危険物施設（※2）全施設の査察の実施 

: 230 施設 



 

 

組織目標Ⅱ 地域の防災力を強化するため、消防団の充実・強化、自主防災組織の育成・指導 

及び市民への防火・防災意識の普及啓発に努めます 

  

行動目標 SDGs指標 

４ 消防団の充実強化 

地域防災力の向上を図るため、積極的に消防団員の入団促進を図るととも

に、市民に対し応急手当を指導する女性消防団員の活動を推進します。 

また、消防団と自主防災組織・女性防火クラブ等との連携強化を図り、災害

に強いまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

※1 消防団員の充足率（実員数/災害対応団員数(※2)） 

令和 4 年度実績   95.9%（954 人/995 人） 

令和 5 年度目標   98.0%（976 人/995 人） 

 ※2 災害対応団員とは、火災や水災等の災害現場に出動する地元の消防団員をいう。 

※3 水防演習 

出水期を前に、消防職員（局・4 署）及び消防団員（54 消防分団）並びに国土

交通省、他関係機関が連携して水防訓練を実施し、水害への対応能力の強化を図

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

     

      消防操法訓練の様子    女性消防団による救急講習会の様子 

   

 

 

 

 

 

 

 

女性防火クラブによる訓練の様子      水防演習の様子 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

消防団員の充足率(※1)           ： 95.9%（4 年度）→ 98.0%（5 年度） 

女性消防団員による応急手当指導 ：  24 回 

消防団と自主防災組織・女性防火クラブ等との連携訓練の実施  ： 65 回 

水防演習の実施                 ：  １回（※3） 

 



 

 

 

行動目標 SDGs指標 

５ 自主防災組織の育成指導及び市民への防火・防災意識の普及啓発 

「自分たちのまちは、自分たちで守る」との精神のもと、自主防災組織の育

成指導及び市民に対する防火・防災意識の普及啓発を推進します。 

また、山火事を防止するため、山火事予防対策を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1  福井市総合防災訓練は、地震災害や土砂災害などが多発している現状を踏ま 

え、近隣住民による共助活動を取り入れた避難訓練や、各種ハザードマップを 

活用し、地域の実情に応じた訓練を行うなど、災害時に市民自らが考え、行動 

する実践的なものとする。 

※2  ふくい嶺北連携中枢都市圏ビジョン取組事業として、圏域内市町の住民を対 

象に、防災センターの展示・体験施設を活用した研修会を連携市町消防本部と 

共同開催する。 

 ※3  量販店での広報紙の配布、ホームページなどによる広報、入山口や林道入口に

山火事予防広報看板を掲出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災訓練の様子    防火・防災研修会の様子  山火事予防広報看板の 

設置状況 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福井市総合防災訓練の実施(※1) 

： 参加者数 43,054 人(4 年度) → 55,000 人(5年度) 

防災センター入館者数 

： 11,000 人 

  ふくい嶺北連携中枢都市圏域内の住民を対象とした防火・防災研修会の 

開催(※2)           

 ：  3 回 

山火事予防広報の実施（※3） 

  ：  2 回(4～5 月、3 月) 



 

 

組織目標Ⅲ 助かる命を助けるため、「救急知識」の普及に努めます 

 

 

行動目標 SDGs指標 

６ 応急手当法の普及・啓発 

助かる命を助けるために、ＡＥＤの取扱方法を含めたＢＬＳ（※1）や応急手

当の方法など、救急知識の普及に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 ＢＬＳ（一次救命処置） 

心臓や呼吸が停止した人を助けるために、心肺蘇生（人工呼吸、心臓マッサー

ジ）や、ＡＥＤを使用した処置 

※2 目標数根拠 

   中学 2 年生 生徒数 2,435 人×0.9≒2,200 人 

                            

                                   

                             

                                   

                                   

                                 

上級救命講習会の様子           守ろう命の講座の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

７ 正しい１１９番通報の普及 

１１９番通報は、市民の生命と財産を守るための緊急回線であることから、

「正しい１１９番通報」及び「救急車の適正利用」の普及広報を図ります。 

 

 

 

 

 

※ 日本語に不慣れな外国人を対象に、多言語通訳サービスを活用した通報体験訓練

を行うもの 

 

 

 

 

 

外国人に対する説明会の様子 

 

  上級救命講習会の実施   

 ： 2 回 

守ろう命の講座の実施 

： 中学 2 年生 2,200 人以上（※2） 

応急手当講習会（ＢＬＳ及び小児救急講習を含む）の実施 

： 12 回 

： 12 回 

 

外国人を対象とした正しい 119 番通報要領の説明会及び通報体験訓練の 

実施（※）         ：    4 回（4 年度） → 6 回（5 年度） 

広報車による巡回広報      ：   20 回 

 



 

組織目標Ⅳ 災害現場での対応力を向上させるため、高度な知識や技術を持つ人材の育成や職

員の資質の向上を図ります 

  

行動目標 SDGs指標 

８ 高度な知識や技術の習得と職員の資質向上 

様々な災害に対処するには、専門的かつ高度な技術を持った人材を育成する

必要があるため、訓練や研修会を実施し、消防職員の資質の向上を図ります。 

また、公務を効率的かつ効果的に行うため、全ての職員が意欲を持って働き、

互いが尊重し合い、健康で明るく活気ある職場環境づくりに取り組みます。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 消火・救助・救急技術研修会 

・消火技術研修会（2 回） 

火災防ぎょ活動における安全、確実及び迅速性について活動要領を検証する。 

・救助技術研修会（1 回） 

救助隊員相互の連携を強化するため、救助活動要領を検証する。 

・救急技術研修会（1 回） 

救急救命処置の正確性及び関係者等への接遇要領を検証する。 

※2 救急搬送者数のうち生存者割合 

当年 1 月から 12 月までの病院搬送時生存者数／救急搬送人員 

※3 倫理教育 毎月実施（8 所属：96 回） 

消防局研修会（4 回） 外部講師によるハラスメント研修（2 回） 

 ※4 北陸新幹線福井開業を見据えた防災安全管理研修及び JR 等との鉄道事故対応合

同訓練 

2024 年春の北陸新幹線福井開業を見据えて、利用者等の安全安心を確保するた

め防災安全管理研修を開催するとともに、JR 西日本等と連携した鉄道事故対応合

同訓練を実施する。 

   

 

 

 

 

消火技術研修会の様子  ハラスメント研修会の様子  鉄道事故対応訓練の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

救急救命士の資格養成者数    ： 4 人 

消火・救助・救急技術研修会の実施（※1） 

 ： 3 回（4 年度） → 4 回（5 年度） 

○総 36 救急搬送者数のうちの生存者割合（※2） 

：   98.9％（4 年度） → 99.1％以上（5 年度） 

全職員を対象とした倫理教育及び研修会の実施（※3）：  延べ 102 回 

   2024年春の北陸新幹線福井開業を見据えた防災安全管理研修及び JR

等と連携した鉄道事故対応合同訓練の実施（※4） ：  1 回以上 



 

組織目標Ⅴ 消防体制の強化と消防施設の充実を図ります 

 

  

行動目標 SDGs指標 

９ 消防庁舎の建設及び危険又は劣化設備の更新 

消防体制の強化を推進するため、南消防署建設に係る実施設計業務及び既存

庁舎の一部解体改修工事等を行い、新庁舎建設を進めます。さらに、消防団の

活動拠点となる分団本部の新築工事を行います。 

また、消防庁舎等の危険又は劣化設備を更新し、消防施設機能の充実を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南消防署配置計画（既存場所に建替え）        

 
 
 
 
 
 
 

南消防署                 ：   実施設計、既存庁舎解体改修 

清水南分団本部           ：   新築工事 

消防施設危険・劣化更新   ：   防災センター空調設備更新工事 



 

 

組織目標Ⅵ 業務効率の改善や市民サービスの向上を図るため、ＤＸの推進に努めます 

 

 

行動目標 SDGs指標 

１０ ＤＸの推進  ＤＸ 

ＤＸを推進し、マイナポータル等の活用による消防法令における申請・届

出等のオンライン化を図ることで、市民サービスの向上と効率的な行政運営

を図ります。 

また、風水害等の広域的な災害現場における情報収集や水難救助、山間部

における捜索活動にドローンを活用し、市民の安全・安心の向上を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

※ 令和 5 年度新たに電子申請を可能とする手続き 

①防火対象物点検報告特例認定申請 

②管理権原者変更届出（防火管理） 

③防災管理点検報告特例認定申請 

④管理権原者変更届出（防災管理） 

    ⑤防火対象物使用開始届出 

    ⑥火を使用する設備等の設置の届出 

    ⑦電気設備の設置の届出 

    ⑧自衛消防訓練通知書 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

電子申請できる消防法令の申請・届出（※） 

    ： 19 手続き（4 年度） → 27 手続き（5 年度） 

ドローン活用のための運用訓練の実施        

 ： 12 回 

 



 


